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は  じ  め  に 

 

 

本環境影響評価方法書は、「愛知県環境影響評価条例」（平成 10 年愛知県条例第 47 号）

に基づき、平成 26 年 12 月に公表した計画段階環境配慮書及び知事意見等を踏まえて、現

段階で想定する事業計画に対して、今後実施予定の環境影響評価において、どのような項

目について、どのような方法で調査、予測及び評価を実施するのかを公に示し、みなさま

からのご意見を頂戴するためのものです。 

今後は、頂戴するご意見を踏まえて、実際に実施する環境影響評価の方法を決定し、調

査、予測及び評価を実施していきます。 

なお、施設の名称は、計画段階環境配慮書公表時点では未決定だったため、「知多南部

広域環境組合ごみ処理施設（仮称）」としていましたが、平成 27 年 2 月、正式名称を「知

多南部広域環境センター」に決定しました。 
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1.本書に掲載した地図（1万分の1地形図以外）は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200,000

（地図画像）及び電子地形図25,000を複製したものである。（承認番号 平27情複、第220号） 

なお、第三者が本書に掲載する地図（1万分の1地形図以外）を更に複製する場合には、国土地理院長

の承認を得る必要がある。 

 

2.本書に掲載した図表の出典名称の記載は、以下表記方法に基づき記載した。 

・“出典）「◎◎」（△△）”…出典資料から、全く加工せずに、表示した場合 

・“「◎◎」（△△）より作成”…出典資料を元にして、色付け、記号付け等の加工を行い、表示した場合
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